
現計画 条例の基本的施策 基本目標 ー施策の方向ー
【条例の条項】

ー現状ー ー課題ー

(1) 男女平等意識の啓発に努める

(2) 男女共同参画に関する教育・学習を推進する

(3) 女性の人権の尊重とあらゆる暴力の根絶に努める

　 (4) 生涯を通じた男女の健康を支援する

(5) 地域社会における男女共同参画の促進に努める

【第20条　地域での取組等】

(6) 政策・方針決定過程への男女共同参画の促進に努める

(7) 国際交流・協力における男女共同参画の促進に努める

(8) 指導者の育成に努める

【第10条　人材の育成】
(9) 家庭・地域生活と職業生活の両立支援に努める

　 (10) 就業の分野における環境の整備を促進する

(11) 高齢社会における生活環境の整備に努める

(12)

(13) 市民団体との連携，活動の支援をおこなう

(14) 総合的な推進体制を充実する

(15) 国・県・市町村と連携する

(16) 活動拠点を整備する
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年次報告

調査研究

　健康
　若年層の人工妊娠中絶率
はかなり高く，性感染症も
増加傾向にある。ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸ
ﾃｨﾌﾞ/ﾍﾙｽ・ﾗｲﾂの考え方は
未だ浸透していない。ま
た，生活習慣病も増加して
いる。

男女が互いの性
を理解し，生涯
にわたり健康を
享受できるよう
にする

　高齢社会
　高齢化の進行に伴い要介
護高齢者が増加している一
方，豊かな老後への活動意
向が強い。

家庭生活と職場
その他の活動の
両立

　就労及び就労支援
　30代前半の労働力率は全
国平均を下回っている。

【第3条　性別役割分担意識を反映した慣行にとらわれ
ない活動の自由な選択】

【第11条　活動の支援】

男女共同参画を
進める

男女共同参画を
可能にする環境
づくりを進める

男女共同参画を
推進する体制の
整備を進める

　あらゆる分野への参画
　市の審議会，自治会長等
の女性の比率が低く，市政
や地域社会への女性の参画
がやや遅れている。

　子育て・介護
　待機児童は解消されてお
らず，留守家庭児童会への
需要も増加している。育児
休業・介護休業制度の利用
も低い。

　人権
　女性の約45％が何らかの
暴力を受けたことがあり，
女性の約3割がセクハラを
受けた経験がある。

積極的改善措置

現状と課題

　男女共同参画意識
　社会通全体において男性
優遇と感じる人の割合が約
７割を超えている。

行動計画の策定
性別による固定
的な役割分担意
識の解消 【第3条　男女の個人としての尊厳の尊重】

【第19条　教育分野での取組等】

【第21条　性別による権利侵害の禁止】
【第22条　性別による権利侵害等に関する相談への対
応】

【第3条　性別役割分担意識を反映した慣行にとらわれ
ない活動の自由な選択】

【第3条　男女の生涯にわたる健康の確保】

【第3条　国際社会における動向の留意と協調】

【第3条　家庭生活における活動と他の活動との両立】
【第17条　家庭での取組等】

【第18条　職場での取組等】

【第3条　方針の立案及び決定への参画機会の確保】
【第14条　積極的改善措置】

ひとり親家庭，障害のある人が安心して暮らせる環境の
整備に努める

権利侵害の解消
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教育分野
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男女共同参画の意識の啓
発と男女の個人としての尊
重

男女が個人としての尊厳
が重んじられ，性別によ
る差別的取扱いを受ける
ことなく個人として能力
を発揮できるよう，男女
共同参画意識の醸成を図
り，性別による固定的な
役割分担意識の解消，女
性の人権侵害の防止に努
める。

あらゆる分野における男女
共同参画の促進

男女が社会の対等な構成
員として，社会のあらゆ
る分野において参画する
機会を確保するととも
に，リーダー養成などの
人材育成に努める。

男女が共に生き生きと暮ら
せる環境の整備

男女共同参画社会の実現
に向けた環境を整えるた
め，家庭生活における活
動と職場その他の活動を
両立して行うことができ
るように社会的支援の充
実に努める。

市の支援

男女共同参画を推進する体
制の整備・充実
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